
旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
二
十
八

先
行
技
術
調
査
（
高

分
子
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
二
十
八

先
行
技
術
調
査
（
高

分
子
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
と
同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十
五

先
行
技
術
調
査
（
搬
送

組
立
）
又
は
二
十
九

先
行
技
術

調
査
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
工
学
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
二
十
九

先
行
技
術
調
査
（
繊

維
・
積
層
体
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
期
間
と

同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十

先
行
技
術
調
査
（
有
機

化
合
物
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十

先
行
技
術
調
査
（
有
機

化
合
物
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
と
同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
一

先
行
技
術
調
査
（
電

子
商
取
引
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
一

先
行
技
術
調
査
（
電

子
商
取
引
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
と
同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
二

先
行
技
術
調
査
（
イ

ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
二

先
行
技
術
調
査
（
イ

ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
と
同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
一

先
行
技
術
調
査
（
電

子
商
取
引
）、
三
十
二

先
行
技

術
調
査
（
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
）

又
は
三
十
三

先
行
技
術
調
査

（
情
報
処
理
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
三

先
行
技
術
調
査
（
情

報
処
理
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
の
う
ち
最
も
長
い
期
間
と
同
一

の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十

先
行
技
術
調
査
（
自
動
制

御
）、
三
十
四

先
行
技
術
調
査

（
伝
送
シ
ス
テ
ム
）、
三
十
五

先
行
技
術
調
査
（
電
話
通
信
）
又

は
三
十
六

先
行
技
術
調
査
（
デ

ジ
タ
ル
通
信
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
四

先
行
技
術
調
査
（
伝

送
シ
ス
テ
ム
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
の
う
ち
最
も
長
い
期
間
と
同
一

の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十

先
行
技
術
調
査
（
自
動
制

御
）、
三
十
三

先
行
技
術
調
査

（
情
報
処
理
）
又
は
三
十
五

先

行
技
術
調
査
（
電
話
通
信
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
五

先
行
技
術
調
査
（
電

力
シ
ス
テ
ム
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
の
う
ち
最
も
長
い
期
間
と
同
一

の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
二

先
行
技
術
調
査
（
イ

ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
）、
三
十
四

先
行
技
術
調
査
（
伝
送
シ
ス
テ

ム
）、
三
十
五

先
行
技
術
調
査

（
電
話
通
信
）
又
は
三
十
六

先

行
技
術
調
査
（
デ
ジ
タ
ル
通
信
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
六

先
行
技
術
調
査
（
デ

ジ
タ
ル
通
信
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
の
う
ち
最
も
長
い
期
間
と
同
一

の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
七

先
行
技
術
調
査
（
映

像
機
器
）
又
は
三
十
九

先
行
技

術
調
査
（
情
報
記
録
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
七

先
行
技
術
調
査
（
映

像
シ
ス
テ
ム
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
期
間
と

同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
七

先
行
技
術
調
査
（
映

像
機
器
）
又
は
三
十
八

先
行
技

術
調
査
（
画
像
処
理
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
八

先
行
技
術
調
査
（
画

像
処
理
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
期
間
と

同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十
五

先
行
技
術
調
査
（
搬
送

組
立
）
又
は
三
十
二

先
行
技
術

調
査
（
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
九

先
行
技
術
調
査
（
電

気
機
器
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
期
間
と

同
一
の
期
間

平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報

（
経
済
産
業
省
関
係
産
業
競
争
力
強
化
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

４

経
済
産
業
省
関
係
産
業
競
争
力
強
化
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
十
一
の
備
考
20
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

20
「【
技
術
の
分
野
】」の
欄
に
は
、
当
該
発
明
の
属
す
る
技
術
の
分
野
を
以
下
の
第
１
項
か
ら
第
39項
ま
で
の
中
か

ら
選
択
し
、
項
番
号
を
記
載
す
る
。
な
お
、
技
術
の
分
野
が
複
数
あ
る
場
合
は
、
全
て
記
載
す
る
。

第
１
項
（
時
計
・
計
測
一
般
、
測
長
・
測
量
、
距
離
測
定
、
流
れ
・
力
の
測
定
、
電
気
測
定
、
物
理
的
測
定
、

光
学
的
測
定
等
）

第
２
項
（
電
子
管
、
表
示
制
御
、
半
導
体
露
光
、
光
学
的
画
像
処
理
、
原
子
力
等
）

第
３
項
（
機
械
分
析
、
化
学
分
析
、
診
断
機
器
、
画
像
診
断
等
）

第
４
項
（
電
子
写
真
材
料
、
マ
ー
キ
ン
グ
、
写
真
、
フ
ォ
ト
レ
ジ
ス
ト
、
光
学
要
素
、
レ
ン
ズ
・
光
学
系
、
カ

メ
ラ
、
Ｅ
Ｌ
素
子
等
）

第
５
項
（
発
光
素
子
、
受
光
素
子
、
光
制
御
、
液
晶
等
）

第
６
項
（
電
子
写
真
（
工
程
・
制
御
）、
印
刷
、
イ
ン
ク
ジ
ェ
ッ
ト
プ
リ
ン
タ
ー
、
プ
リ
ン
タ
ー
一
般
等
）

第
７
項
（
農
機
、
栽
培
、
木
材
、
土
木
施
工
、
土
木
構
造
物
等
）

第
８
項
（
パ
チ
ン
コ
・
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
、
ゲ
ー
ム
、
運
動
・
遊
具
、
事
務
用
品
等
）

第
９
項
（
建
築
構
造
、
建
築
物
等
の
仕
上
げ
、
建
具
、
住
宅
機
器
等
）

第
10項
（
制
御
・
警
報
、
電
動
車
両
の
制
御
、
交
通
シ
ス
テ
ム
、
電
動
機
・
発
電
機
、
電
動
機
・
発
電
機
制
御

等
）

第
11項
（
燃
料
供
給
装
置
、
内
燃
機
関
制
御
、
排
気
処
理
、
エ
ン
ジ
ン
部
品
、
タ
ー
ビ
ン
、
車
両
統
合
制
御
、

流
体
機
械
、
流
体
制
御
等
）

第
12項
（
車
体
構
造
、
二
輪
車
、
船
舶
、
車
両
基
盤
、
操
向
・
安
全
、
レ
ス
キ
ュ
ー
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
電
気
車

両
等
）

第
13項
（
軸
受
、
変
速
機
制
御
、
伝
動
機
構
、
制
動
、
防
振
等
）

第
14項
（
研
削
加
工
、
工
作
機
械
一
般
、
溶
接
、
ロ
ボ
テ
ィ
ク
ス
、
制
御
・
組
立
等
）

第
15項
（
運
搬
・
実
装
、
扛
重
、
コ
ネ
ク
タ
、
ス
イ
ッ
チ
等
）

第
16項
（
紙
送
り
、
被
服
・
繊
維
機
械
、
包
装
応
用
、
容
器
一
般
等
）

第
17項
（
生
活
家
電
、
照
明
回
路
、
照
明
機
器
、
生
活
用
品
、
チ
ェ
ッ
ク
装
置
等
）

第
18項
（
給
湯
、
管
一
般
、
調
理
、
加
熱
、
空
調
、
冷
凍
等
）

第
19項
（
医
薬
注
入
、
物
理
療
法
、
手
術
、
補
綴
等
）
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